
いの町奨学金返還支援補助金交付要綱 

 （目的） 

第１条 この告示は、大学等の修学のために奨学金の貸与を受け、卒業後にい

の町に居住し、かつ、就業する者に対し奨学金の返還に要する費用を補助す

ることにより、人材の確保と移住定住の促進を図り、もって若年者の雇用の

促進と産業の振興に寄与するとともに地域の活性化につなげることを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 （１） 奨学金 次に掲げるものをいう。 

ア 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金 

イ 高知県高等学校等奨学金の貸与に関する条例（平成１４年条例第３

号）第２条に規定する奨学金 

ウ いの町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例（平成１９年い

の町条例第２１号）第２条に規定する奨学資金 

エ その他町長が認めるもの 

 （２） 就業 雇用期間が１年以上(１年以上の雇用の見込み及び期間の定

めがない場合を含む)で、所定労働時間が週３０時間以上であることを

いう。又は、個人で農林業その他自ら事業を営むことをいう。 

 （３） 大学等 大学院、大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校専門

課程並びに高等学校をいう。 

 （４） 一般枠 大学等を卒業後、いの町の住民基本台帳に登録し、現に居

住している者であって、かつ、継続して１０年以上定住する意思があり

就業するものをいう 

 （５） 一般地域枠 一般枠に該当するもので、かつ、吾北地区又は本川地

区に居住若しくは就業するものをいう 

 （６） 特別枠 一般枠に該当するもので、かつ、第４条に定める指定資格

者に該当し、医療又は福祉分野に就業するものをいう 

 （７） 特別地域枠 特別枠に該当するもので、かつ、吾北地区又は本川地



区に居住若しくは就業するものをいう 

（補助金交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「対象者」という。）は、公務員

（会計年度任用職員含む）以外の者で、かつ、次の各号のいずれにも該当す

る者とする。 

（１） 大学等の在学中に前条の奨学金の貸与を受けている者 

（２） 大学等を卒業後、就業している者 

（３） 申請日に、いの町の住民基本台帳に登録され、かつ、現に継続して

いの町に居住している者 

（４） 初年度の申請日時点で年齢が３４歳以下である者 

（５） 申請年度の前年度に、前条に定める奨学金を月賦、半年賦又は年賦

により返還を行っている者 

（６） 初年度の申請日以後、１０年以上継続して定住する意思がある者 

（７） 転勤等により一時的に町内に住民登録した者でないこと。 

（８） 奨学金の返還に滞納がない者 

（９） いの町税に滞納がない者 

（１０） いの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成

２５年いの町規則第２２号）第２条第２項第５号に規定する排除措置対

象者でない者 

 (特別枠の指定資格者) 

第４条 対象者のうち次のいずれかの各号に該当する者を特別枠の指定資格者

とする。 

（１） 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床

検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢

装具士、歯科技工士、歯科衛生士、救急救命士、薬剤師、言語聴覚士、

柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、管理栄養

士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、手話通訳士、

公認心理師、介護支援専門員、相談支援専門員として従事する者 

（２） その他町長が認めた者 

（補助金の額） 



第５条 補助金の額は、申請年度の前年度中に返還した奨学金の額の合計額と

し、予算の範囲内で交付する。ただし、他の類似する奨学金返還支援制度の

補助を受けている場合は、その補助額を控除した額とし、１，０００円未満

の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

２ 繰上償還等による奨学金の返還額は、前項に規定する返還金額に含まない

ものとする。 

３ １人の者が受けられる１年度当たりの補助金の上限額は、別表第１のとお

りとする。 

４ 補助金の交付は年度ごとに行うものとし、１人の者が受けられる期間は、

補助金交付の対象となった最初の年度から起算して１０年を限度とする。 

（交付申請及び実績報告） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助

金の交付を受けようとする年度ごとに、次に掲げる書類を添えて、いの町奨

学金返還支援補助金交付申請書兼請求書(様式第１号)を町長に提出しなけれ

ばならない。ただし、申請初年度に交付決定を受けたものが翌年度以降に申

請をする場合、内容に変更がない場合は、第１号及び第６号の書類を省略す

ることができる。 

（１） 奨学金借入れの事実を確認できる書類 

（２） 申請年度の前年度中に償還すべき奨学金の額が確認できる書類 

（３） 就業証明書(様式第２号)又は就業の事実を確認できる書類 

（４） 居住確認書(様式第３号) 

（５） 返還の事実を確認できる書類 

（６） 指定資格者の場合は、当該資格の取得を確認できる書類 

（７） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

２ 補助金の申請期限は、申請年度における９月３０日までとする。ただし、

当該年度中に予算残額がある場合は、申請年度における１月４日から３月３１

日までの間で追加の申請を行うことができる。 

（補助金交付の決定及び額の確定） 

第７条 町長は、前条の規定による申請書兼請求書の提出があったときは、そ

の内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付決定及び額を確定



し、いの町奨学金返還支援補助金交付決定金額通知書(様式第４号)により申

請者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第８条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に、

補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第９条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決

定を受けたとき、又は補助金の交付対象要件を欠いたと認めるときは、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 町長は、前項の規定による交付決定の取消しを行う場合は、いの町奨学金

返還支援補助金交付決定取消通知書(様式第５号)により通知するものとす

る。 

（補助金の返還） 

第１０条 町長は、前条第１項の規定により補助金の交付決定を取り消した場

合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているとき

は、交付決定者に補助金の返還を命ずることができる。 

２ 町長は、前項の規定による補助金の返還命令を行う場合は、いの町奨学金

返還支援補助金返還命令書(様式第６号)により通知するものとする。 

３ 返還を求める金額は、補助金交付の対象となった最初の年度からの経過年

数により別表第２のとおりとする。ただし、虚偽の申請その他不正な手段に

より補助金の交付を受けたものについては、経過年数に関わらず全額返還を

求める。 

（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則（令和６年５月２０日告示第１０６号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年５月２０日から施行し、令和６年４月１日から適用

する。 

附 則（令和６年１２月２３日告示第２０７号） 

この告示は、令和６年１２月２３日から施行する。 



附 則（令和７年５月２日告示第１０６号） 

この告示は、令和７年５月２日から施行する。 

 

別表第１（第５条関係） 

種別 主な対象要件※ 
補助金額 

（上限） 

一般枠 

大学等を卒業後、いの町の住民基本台帳に登録し、

現に居住している者であって、継続して１０年以上

定住する意思があり就業するもの 

年額１２万 

一般 

地域枠 

一般枠に該当するもので、かつ、吾北地区又は本川

地区に居住若しくは就業するもの 
年額２４万 

特別枠 

一般枠に該当するもので、かつ、第４条に定める指

定資格者に該当し、医療又は福祉分野で就業するも

の 

年額２４万 

特別 

地域枠 

特別枠に該当するもので、かつ、吾北地区又は本川

地区に居住若しくは就業するもの 
年額３６万 

※上記の要件の他、第３条に定める補助金交付対象要件を満たす者であるこ

と。 

別表第２（第１１条関係） 

補助金交付の対象となった 

最初の年度からの経過年数 
返還金額 

１年未満 補助金額確定額の１００％ 

１年以上２年未満 補助金確定額の９０％ 

２年以上３年未満 補助金確定額の８０％ 

３年以上４年未満 補助金確定額の７０％ 

４年以上５年未満 補助金確定額の６０％ 

５年以上６年未満 補助金確定額の５０％ 

６年以上７年未満 補助金確定額の４０％ 



７年以上８年未満 補助金確定額の３０％ 

８年以上９年未満 補助金確定額の２０％ 

９年以上１０年未満 補助金確定額の１０％ 

 


